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田
中
正
造
翁
没
後
１
０
０
年

記
念
演
劇
『
天
地
と
共
に
〜

田
中
正
造
を
生
き
る
』
放
映

　

同
演
劇
が
佐
野
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
「
佐
野
ち
ゃ
ん
ね
る
」（
地
上

デ
ジ
タ
ル
１
１
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
）

で
放
映
さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
放
送
日
時　

12
月
１
日
（日）
〜
７

日
（土）
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

■
問
合
せ　

同
顕
彰
事
業
推
進
室

☎
（２２）
８
８
３
２

ご
利
用
く
だ
さ
い

自
動
交
付
機

　

市
役
所
が
休
み
の
日
に
、
印
鑑

登
録
証
明
書
や
住
民
票
が
必
要
に

な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

そ
ん
な
時
に
便
利
な
の
が
自
動

交
付
機
で
す
。

自
動
交
付
機
Ｑ
＆
Ａ

○
交
付
機
で
ど
ん
な
証
明
書
が
と

れ
る
の
？

　

世
帯
全
員
の
住
民
票
、
個
人
の

住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
が
と

れ
ま
す
。

○
利
用
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
？

　

印
鑑
登
録
証
に
数
字
４
ケ
タ
の

暗
証
番
号
を
登
録
し
て
く
だ
さ
い

申
請
は
ご
本
人
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

れ
ば
、
無
料
で
交
換
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

佐
野
総
合
窓
口
課
☎
（２０）
３
０
１
９

田
沼
総
合
窓
口
課
☎
（６１）
１
１
２
４

葛
生
総
合
窓
口
課
☎
（８６）
４
７
１
３

就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

　

学
校
教
育
活
動
に
お
い
て
、
経

済
的
理
由
に
よ
り
就
学
に
支
障
を

き
た
し
て
い
る
小
中
学
生
の
保
護

者
に
対
し
、
学
用
品
費
、
給
食
費
、

医
療
費
な
ど
の
一
部
を
補
助
す
る

就
学
援
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
生
活
困
窮
の
程

度
に
よ
り
就
学
の
援
助
を
は
か
る

も
の
で
す
。
就
学
児
童
生
徒
の
家

庭
の
生
活
状
態
を
把
握
す
る
地
域

の
民
生
委
員
の
助
言
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

学
校
教
育
課
☎
（６１）
１

１
７
２

都
市
計
画
の
変
更
に
関
す
る
案

の
縦
覧

　

田
沼
北
土
地
区
画
整
理
地
区
内

の
公
園
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法

第
17
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
都
市
計
画
の
変
更
に
関
す
る

案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
都
市
計
画
の
種
類
と
名
称

足
利
佐
野
都
市
計
画
公
園
の
変
更

○
暗
証
番
号
を
登
録
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
い
い
の
？

　

総
合
窓
口
課
へ
印
鑑
登
録
証
と

運
転
免
許
証
ま
た
は
パ
ス
ポ
ー
ト

を
お
持
ち
い
た
だ
き
、
申
請
書
に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
交
付
機
は
ど
こ
に
あ
る
の
？

　

東
仮
庁
舎
事
務
棟
１
階
の
北
側

入
口
内
に
あ
り
ま
す
。

○
利
用
で
き
る
時
間
は
？

　

全
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
で
す
。

※
水
曜
・
金
曜
の
窓
口
延
長
の
日

は
午
後
７
時
ま
で
。
１
月
１
日
〜

３
日
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た

停
電
、
点
検
、
故
障
な
ど
に
よ
り

利
用
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

○
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
が
な
く

て
保
険
証
し
か
な
い
人
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
？

　

印
鑑
登
録
証
と
保
険
証
と
登
録

印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。申
請
後
、

市
役
所
か
ら
本
人
あ
て
に
照
会
文

書
を
お
送
り
し
ま
す
。
そ
の
文
書

と
印
鑑
登
録
証
と
保
険
証
を
持
っ

て
、
再
び
お
越
し
い
た
だ
い
た
際

に
、暗
証
番
号
の
登
録
を
し
ま
す
。

　

印
鑑
登
録
証
を
新
し
い
カ
ー
ド

（
自
動
交
付
機
用
カ
ー
ド
）
に
交

換
は
お
済
み
で
す
か
？
４
ケ
タ
の

暗
証
番
号
を
登
録
し
て
い
た
だ
け

茂
手
木
優
次

山
田
　
清
貴

機
械
保
全

大
島
　
昇
二

大
澤
　
政
夫

坂
本
　
孝
徳

生
井
　
通
也

藤
澤
　
和
之

金
属
材
料
試
験

野
原  

　 

章

建
設
機
械
整
備

青
木 

　  

淳

須
藤
　
克
男

工
場
板
金

井
伊
　
利
氏

上
原
裕
里
江

大
久
保
雅
士

清
水
　
由
則

鈴
木
　
孝
之

関
根
　
裕
介

蘓
原
　
久
典

永
島
　
康
久

さ
く
井

小
倉
　
弘
光

仕
上
げ

市
川
　
仁
史

鉄
工

大
阿
久
　
久

佐
藤
　
敏
彦

塗
装

菊
地
　
仁
也

塚
原
　
雄
一

根
岸   

　
雄

農
業
機
械
整
備

亀
井
　
宏
光

配
管

久
保
島
寛
道

中
村
　
利
章

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

成
形

阿
井
　
敏
幸

大
江
　
文
彦

油
圧
装
置
調
整

石
田
　
侑
督

藤
田
　
勝
彦

峯      

哲
人

■
問
合
せ　

商
工
課
☎
（６１）
１
１
９

２

（
市
決
定
）

田
沼
北
第
１
公
園　

０
・
２
２
ha

田
沼
北
第
２
公
園　

０
・
２
１
ha

田
沼
北
第
３
公
園　

０
・
２
０
ha

▼
縦
覧
期
間
・
意
見
書
提
出
期
間

12
月
5
日
（木）
〜
19
日
（木）
（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課
（
田

沼
庁
舎
新
館
２
階
）

▼
意
見
書
の
提
出　

都
市
計
画
の

案
に
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期

間
内
に
市
長
宛
て
に
意
見
書
を
提

出
で
き
ま
す
。
意
見
書
は
期
間
内

に
提
出
先（
都
市
計
画
課
）に
到
着

す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す

※
意
見
書
の
用
紙
は
縦
覧
場
所
に

あ
り
ま
す

■
問
合
せ　

同
課
☎
（６１）
１
１
３
１

技
能
検
定
合
格
者
を
顕
彰

　

平
成
24
年
度
に
県
が
実
施
し
た

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く

技
能
検
定
に
合
格
さ
れ
た
方
々

へ
、賞
状
な
ど
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

【
特
級
】
職
種
・
氏
名
（
敬
称
略
）

機
械
加
工

入
澤
　
和
宏

機
械
保
全

野
口
　
公
夫

【
１
級
】
職
種
・
氏
名
（
敬
称
略
）

機
械
加
工

田
村
　
秀
太

寺
内
　
正
憲

中
村
　
和
樹
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

第
９
回
さ
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す

　
ラ
ン
ナ
ー
の
皆
さ
ん
へ
の
声
援
と
交
通
規
制
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
　
12
月
８
日
（日）
雨
天
決
行　

（
開
会
式
）
午
前
９
時
か
ら　
（
ス
タ
ー
ト
）
午
前
10
時
か
ら

　

当
日
、
会
場
周
辺
の
一
部
が
午
前
９
時
50
分
か
ら
午
後
３
時
ま
で
通
行
止
め
と
な
り
ま
す
の
で
、
迂
回
な
ど

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎

（２６）
０
０
６
５

大
会
会
場
周
辺
や
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
（
コ
ー
ス
図
参
照
）
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
選
手
右
折
部
分（
田
沼
庁
舎
東
側
交
差
点
、山
形
小
南
お
よ
び
東
、旧
野
上
小
南
、常
盤
交
差
点
な
ど
）は
特
に

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

佐野市運動公園
プ
ー
ル

運動公園南

至 田沼至 足利

佐野市道
16号線

国道 293号

あかみ幼稚園
●

消防署
西分署

●

佐野松桜高
● 佐野

日大高
●

赤見中
●

N

通
行
止
め
区
間

出流原町

通行規制区間

あなたの税が未来を拓く　～市町村税徴収強化月間２０１３冬～
　行政サービスを提供していくためには、貴重な自主財源である市税収入の確保は大変重要です。また、

収入の確保のみならず、公平な徴収による納税者の信頼を確保するためにも、滞納整理を推進し、滞納を

防止する必要があります。そこで、１１～１２月を「市町村税徴収強化月間２０１３冬」として、県と協働

して、県内一斉に徴収の強化に取り組みます。

◆１２月は催告書を発送します　催告書が届きましたら、すぐにご確認ください。

　郵便事情、その他の事情により催告書が届かない場合でも 滞納のご記憶がある方はお早めにご納付く

ださい。 なお、既に納税相談をされた方へも送付されますので、ご了承ください。

◆差し押さえ処分　滞納があると差し押さえの可能性が常にあります。

　財産調査のうえ、不動産、預貯金、生命保険、給料、自動車などの差し押さえを行います。差し押さえ

後も納付されない場合、差し押さえた財産の換価（公売・取立）を行います。

【平成２４年度　差し押さえ件数：２，０２２件　換価額：２１９，５６９，８５９円】

　滞納処分には、督促状などの印刷費や郵送料、財産調査や差し押さえを執行する人件費など多大な経費

がかかります。皆さんが公平にそして平等にサービスを受けられるよう、納期限内の納付をお願いします。

■問合せ　収納課☎（２０）３０１０


